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(57)【要約】
【課題】コンテンツの閲覧者により多くの情報を提供す
る。
【解決手段】配信装置２０は、ユーザ端末３０に表示さ
れるコンテンツを制御する制御プログラムをユーザ端末
３０に配信する配信部２２を備える。制御プログラムは
、ユーザ端末３０に、ユーザ端末３０において実行され
る表示プログラムであって、コンテンツを表示する表示
プログラムによって特定された領域に、コンテンツが含
まれている場合に、音声を再生する音声再生手順と、コ
ンテンツのうち表示プログラムによって特定された領域
を可視領域として取得する可視領域取得手順と、コンテ
ンツに対応付けられている動画の表示領域が可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
表示領域が可視領域内に位置していると判定した場合に
、音声の再生を停止して、動画の再生を開始する動画再
生手順と、を実行させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末に表示されるコンテンツを制御する制御プログラムを前記ユーザ端末に配信
する配信部を備え、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、音
声を再生する音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信装置。
【請求項２】
　前記可視領域取得手順は、
　前記表示プログラムによって特定された領域の中で、さらに前記ユーザ端末の画面に表
示されている領域を可視領域として取得することを特徴とする請求項１に記載の配信装置
。
【請求項３】
　前記動画は、音声付きの動画であり、
　前記音声再生手順において再生される音声は、前記動画の音声と同一であることを特徴
とする請求項１または２に記載の配信装置。
【請求項４】
　前記音声は、音声広告であり、
　前記動画は、ビデオ広告であり、
　前記音声広告および前記ビデオ広告は、
　広告主が同一または関連しているか、もしくは、内容が互いに関連していることを特徴
とする請求項１から３のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項５】
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　１つの広告を示すものとして関連付けられている前記音声広告および前記ビデオ広告に
ついては、当該音声広告が再生された場合には、当該１つの広告が第１の割合再生された
旨を外部のサーバへ送信し、当該ビデオ広告が再生された場合には、当該１つの広告が第
２の割合再生された旨を外部のサーバへ送信する再生割合送信手順をさらに実行させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の配信装置。
【請求項６】
　前記音声再生手順は、
　前記可視領域内に含まれている前記コンテンツの領域毎に、当該領域について取得され
た音声を再生することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項７】
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記表示領域に対して定められている基準位置の情報を取得する基準位置取得手順をさ
らに実行させ、
　前記表示領域判定手順は、
　前記基準位置が前記可視領域内に位置している場合に、前記表示領域が前記可視領域内
に位置していると判定することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の配信
装置。
【請求項８】
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　前記基準位置は、前記表示領域内に複数定められており、
　前記表示領域判定手順は、
　前記複数の基準位置のうち２つ以上の基準位置が前記可視領域内に位置している場合に
、前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定することを特徴とする請求項７に
記載の配信装置。
【請求項９】
　前記音声再生手順は、
　音声出力が許容される旨を示す信号を前記ユーザ端末が外部から受信している場合に、
前記音声を再生することを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツは、
　ユーザの操作に応じた３次元空間内の視点の位置から見た場合の３次元空間を示す画像
であり、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記コンテンツが示す３次元空間の領域毎に音声を取得する音声取得手順と、
　３次元空間内の前記視点の位置を特定する特定手順と、
　をさらに実行させ、
　前記音声再生手順は、
　特定された前記視点の位置を含む３次元空間内の領域について取得された音声を再生す
ることを特徴とする請求項１に記載の配信装置。
【請求項１１】
　コンピュータが、
　制御プログラムを含むコンテンツをユーザ端末に配信する工程を実行し、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、音
声を再生する音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　制御プログラムを含むコンテンツをユーザ端末に配信する手順を実行させ、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、音
声を再生する音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、配信装置、配信方法、および配信プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１には、ウェブページの領域のうち、ウェブブラウザの画面に表示され
ている領域内に広告の表示領域が含まれた場合に、当該表示領域に広告を表示させる広告
配信装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２８２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１の技術では、可視領域内に広告の表示領域が含まれるまでの
間についてコンテンツ内の文字情報以外の情報を伝える技術については特に言及がない。
そのため、それまでの間は、例えば商品やサービスなどの情報を、閲覧者にどのように提
供するかについての解決手段がなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、閲
覧者により多くの情報を提供できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明の第一の態様は、例えば、ユーザ端末に表示されるコ
ンテンツを制御する制御プログラムを前記ユーザ端末に配信する配信部を備え、前記制御
プログラムは、前記ユーザ端末に、前記コンテンツが前記ユーザ端末の画面に表示されて
いる場合に、音声を再生する音声再生手順と、前記コンテンツのうち前記ユーザ端末の画
面に表示されている可視領域の情報を取得する可視領域取得手順と、動画の表示領域であ
って、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内に位置しているか否か
を判定する表示領域判定手順と、前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定し
た場合に、前記音声の再生を停止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する
動画再生手順と、を実行させることを特徴とする配信装置を提供する。
【０００７】
　また、本発明の第二の態様は、例えば、コンピュータが、制御プログラムを含むコンテ
ンツをユーザ端末に配信する工程を実行し、前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
前記コンテンツが前記ユーザ端末の画面に表示されている場合に、音声を再生する音声再
生手順と、前記コンテンツのうち前記ユーザ端末の画面に表示されている可視領域の情報
を取得する可視領域取得手順と、動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれてい
る表示領域が、前記可視領域内に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、前
記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停止し
て、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、を実行させること
を特徴とする配信方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明の第三の態様は、例えば、コンピュータに、制御プログラムを含むコンテ
ンツをユーザ端末に配信する手順を実行させ、前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に
、前記コンテンツが前記ユーザ端末の画面に表示されている場合に、音声を再生する音声
再生手順と、前記コンテンツのうち前記ユーザ端末の画面に表示されている可視領域の情
報を取得する可視領域取得手順と、動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれて
いる表示領域が、前記可視領域内に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停止



(5) JP 2015-60460 A 2015.3.30

10

20

30

40

50

して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、を実行させるこ
とを特徴とする配信プログラムを提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、コンテンツの閲覧者により多くの情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態における処理の概略の一例を説明するための概念図であ
る。
【図２】図２は、第１の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図であ
る。
【図３】図３は、コンテンツデータ格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図であ
る。
【図４】図４は、コンテンツの構造の一例を示す概念図である。
【図５】図５は、広告サーバの機能構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、音声広告格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。
【図７】図７は、動画広告格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。
【図８】図８は、再生情報格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。
【図９】図９は、再生回数の報告方法の一例を説明するための概念図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１１】図１１は、可視領域の一例を説明するための概念図である。
【図１２】図１２は、基準位置の一例を説明するための概念図である。
【図１３】図１３は、第１の実施形態におけるユーザ端末の動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１４】図１４は、第２の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図
である。
【図１５】図１５は、第２の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１６】図１６は、第２の実施形態におけるユーザ端末の動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図１７】図１７は、第３の実施形態における処理の概略の一例を説明するための概念図
である。
【図１８】図１８は、第３の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図
である。
【図１９】図１９は、第３の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２０】図２０は、配信装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア
構成図である。
【図２１】図２１は、その他の実施形態における処理の概略の一例を説明するための概念
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
［処理の概略］
　図１は、第１の実施形態における処理の概略の一例を説明するための概念図である。ユ
ーザ端末は、配信装置から配信されたコンテンツデータを取得し、取得したコンテンツデ
ータに基づいてコンテンツ１００を作成する。そして、ユーザ端末は、作成したコンテン
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ツ１００をユーザ端末の画面に表示する。
【００１３】
　本実施形態におけるコンテンツ１００には、動画の表示領域１０２が含まれており、当
該表示領域１０２において動画が再生される。また、本実施形態におけるコンテンツ１０
０は、ユーザ端末の画面に表示される領域毎に音声が再生される。本実施形態において、
コンテンツ１００の領域毎に再生される音声は、例えば音声広告であり、表示領域１０２
内で再生される動画は、例えば動画広告である。
【００１４】
　本実施形態において、配信装置からユーザ端末に配信されるコンテンツデータには、制
御プログラムが含まれている。本実施形態において、コンテンツ１００は、例えばＷｅｂ
コンテンツである。制御プログラムは、例えばＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）等であ
る。ユーザ端末は、制御プログラムを実行することにより、コンテンツ１００の領域毎に
音声広告の再生を制御し、表示領域１０２内での動画広告の再生を制御する。
【００１５】
　例えば図１の時刻Ｔ1において、ユーザ端末は、コンテンツ１００の領域をユーザ端末
の画面に表示すると共に、当該領域について取得した音声広告を再生する。この段階では
、表示領域１０２において、動画広告は再生されない。なお、以下では、コンテンツ１０
０内の領域のうち、ユーザ端末の画面に表示される領域を、可視領域１０１と呼ぶ。
【００１６】
　ユーザがユーザ端末を操作して、ユーザ端末の画面上でコンテンツ１００をスクロール
させ、例えば図１の時刻Ｔ2のように、コンテンツ１００内の動画の表示領域１０２が可
視領域１０１内に含まれた場合、ユーザ端末は、音声広告の再生を停止する。そして、ユ
ーザ端末は、取得した動画広告を表示領域１０２において再生させる。なお、動画広告が
音声付きの動画である場合には、ユーザ端末は、当該動画を表示領域１０２内で再生させ
ると共に、当該音声を再生する。
【００１７】
　ユーザがユーザ端末を操作して、ユーザ端末の画面上でコンテンツ１００をさらにスク
ロールさせ、例えば図１の時刻Ｔ3のように、コンテンツ１００内の動画の表示領域１０
２が可視領域１０１内に含まれなくなった場合、ユーザ端末は、表示領域１０２において
動画広告の再生を停止させる。そして、ユーザ端末は、可視領域１０１に含まれているコ
ンテンツ１００の領域について取得した音声広告を再生する。
【００１８】
　ここで、表示領域１０２において再生される動画が動画広告である場合、可視領域１０
１内に表示領域１０２が含まれるまでは、動画広告が示す商品やサービス等をユーザ端末
のユーザに訴求することができない。そこで、本実施形態における配信装置は、可視領域
１０１内に表示領域１０２が含まれていない場合に、音声広告等の音声をユーザ端末に再
生させる制御プログラムをユーザ端末に配信する。これにより、配信装置は、可視領域１
０１内に表示領域１０２が含まれていない場合であっても、音声広告等の音声により、ユ
ーザ端末のユーザに商品やサービス等の情報を提供することができる。また、音声が直接
的に広告ではなくても、動画広告が示す商品やサービスを思い起こさせる情報を音声によ
り流すことで、動画広告が示す内容を補完することも可能である。例えば、キャラクター
商品の動画広告の場合に、動画広告が流れるまでは当該キャラクターの音声を流すことな
どが考えられる。
【００１９】
［配信システム１０および配信装置２０の構成］
　図２は、第１の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図である。本
実施形態における配信システム１０は、配信装置２０、ユーザ端末３０、および広告サー
バ４０を備える。配信装置２０および広告サーバ４０は、通信回線１１に接続され、通信
回線１１を介して通信データの送信および受信が可能である。
【００２０】
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　配信装置２０は、コンテンツデータ格納部２１および配信部２２を有する。図３は、コ
ンテンツデータ格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。コンテンツデー
タ格納部２１には、例えば図３に示すように、それぞれのコンテンツデータ２１１のアク
セス先を示すＵＲＬ２１０に対応付けて、当該コンテンツデータ２１１が格納される。図
３には、「http://www.abcde.co.jp/xxx/」のＵＲＬ２１０に対応付けて、「コンテンツ
１」のコンテンツデータ２１１が格納されているコンテンツデータ格納部２１が例示され
ている。
【００２１】
　配信部２２は、通信回線１１を介してユーザ端末３０からコンテンツデータのＵＲＬを
受信した場合に、受信したＵＲＬに対応付けられているコンテンツデータをコンテンツデ
ータ格納部２１から抽出する。そして、配信部２２は、抽出したコンテンツデータを、通
信回線１１を介してユーザ端末３０へ送信する。
【００２２】
　なお、本実施形態において、配信装置２０は、コンテンツデータを格納するコンテンツ
データ格納部２１を有するが、他の形態として、当該コンテンツデータは、配信装置２０
とは別な装置内に記憶されていてもよい。この場合、配信装置２０内には、ユーザ端末３
０から受信したＵＲＬに対応するコンテンツデータを当該別な装置から取得する取得部が
設けられる。配信部２２は、当該取得部が取得したコンテンツデータを、通信回線１１を
介してユーザ端末３０へ送信する。
【００２３】
　ここで、本実施形態におけるコンテンツ１００のデータ構造について説明する。図４は
、コンテンツの構造の一例を示す概念図である。本実施形態におけるコンテンツ１００は
、複数の領域（例えば領域Ａおよび領域Ｂ）に分けられ、それぞれの領域には音声広告を
割り当てる領域であることを示す音声広告領域ＩＤが対応付けられている。また、本実施
形態におけるコンテンツ１００には、動画広告等の動画が再生される表示領域１０２が含
まれており、当該表示領域１０２には、動画広告が表示される領域であることを示す動画
広告領域ＩＤが対応付けられている。音声広告領域ＩＤおよび動画広告領域ＩＤの情報は
、コンテンツデータに含まれている。なお、以下では、音声広告領域ＩＤおよび動画広告
領域ＩＤをまとめて領域ＩＤと呼ぶ場合がある。
【００２４】
　ユーザ端末３０は、通信回線１１に接続されている基地局１２と無線により通信し、当
該基地局１２および通信回線１１を介して配信装置２０および広告サーバ４０との間で通
信データの送信および受信が可能である。本実施形態において、ユーザ端末３０は、例え
ば、ユーザによって利用される携帯型ＰＣ（Personal　Computer）、ＰＤＡ（Personal　
Digital　Assistant）、スマートフォンなどであり、ブラウザアプリケーション（例えば
ブラウザプログラムなど）がインストールされている。
【００２５】
　なお、本実施形態において、ユーザ端末３０にインストールされている標準的なブラウ
ザプログラムが、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ等の制御プログラムを解釈して実行するが、スマ
ートフォンなどのスマートデバイスには、これ以外にも、Ｗｅｂコンテンツの表示が可能
な各種アプリがインストールされている場合がある。これらのアプリが、ＪａｖａＳｃｒ
ｉｐｔ等の制御プログラムを解釈して実行することで、ユーザ端末３０に制御プログラム
に基づく機能を実現させてもよい。
【００２６】
　ユーザ端末３０は、基地局１２および通信回線１１を介して、配信装置２０から制御プ
ログラムを含むコンテンツデータを受信し、受信したコンテンツデータに基づいてコンテ
ンツ１００を表示する。また、ユーザ端末３０は、コンテンツ１００内のそれぞれの領域
について、音声広告または動画広告のデータを、基地局１２および通信回線１１を介して
広告サーバ４０から取得する。そして、ユーザ端末３０は、受信したデータに基づいてコ
ンテンツ１００内で音声広告や動画広告を再生する。
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【００２７】
［広告サーバ４０の構成］
　図５は、広告サーバの機能構成の一例を示す図である。広告サーバ４０は、集計部４１
、音声広告格納部４２、動画広告格納部４３、再生情報格納部４４、提供部４５、および
収集部４６を有する。
【００２８】
　図６は、音声広告格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。音声広告格
納部４２には、例えば図６に示すように、ユーザ端末３０のユーザの属性を示す属性情報
４２０毎に広告データテーブルが格納されている。それぞれの広告データテーブルには、
広告ＩＤ４２１に対応付けて、音声広告データ４２２および広告主ＩＤ４２３が含まれる
。なお、属性情報は、広告ＩＤ毎に管理されていてもよい。
【００２９】
　広告ＩＤは、それぞれの広告を識別する情報である。属性情報には、例えば、ユーザの
年齢、性別、国籍等が含まれる。属性情報には、これ以外に、ユーザが使用しているユー
ザ端末３０の仕様や性能等の情報が含まれていてもよい。広告主ＩＤとは、それぞれの広
告の広告主を識別する情報である。
【００３０】
　図６には、「属性１」の属性情報４２０に対応付けられた広告データテーブルが例示さ
れている。また、図６に例示されている広告データテーブルには、「Ａ００１」の広告Ｉ
Ｄ４２１に対応付けて、「音声広告１」の音声広告データ４２２と、「Ｓ００１」の広告
主ＩＤ４２３とが含まれている。
【００３１】
　図７は、動画広告格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。動画広告格
納部４３には、例えば図７に示すように、ユーザ端末３０のユーザの属性を示す属性情報
４３０毎に広告データテーブルが格納されている。それぞれの広告データテーブルには、
広告ＩＤ４３１に対応付けて、動画広告データ４３２、基準位置４３３、および広告主Ｉ
Ｄ４３４が格納されている。なお、以下では、音声広告データおよび動画広告データを、
まとめて広告データと呼ぶ場合がある。
【００３２】
　基準位置４３３は、コンテンツ１００内の表示領域１０２において、動画広告の再生を
開始するか否かの判定に用いられる情報であり、表示領域１０２内の座標で指定される。
基準位置４３３についての詳細は後述する。
【００３３】
　図７には、「属性１」の属性情報４３０に対応付けられた広告データテーブルが例示さ
れている。また、図７に例示されている広告データテーブルには、「Ａ００１」の広告Ｉ
Ｄ４３１に対応付けて、「動画広告１」の動画広告データ４３２と、「（ｘ11，ｙ11）、
（ｘ12，ｙ12）」の基準位置４３３と、「Ｓ００１」の広告主ＩＤ４３４とが格納されて
いる。
【００３４】
　本実施形態では、１つの広告を示すものとして関連する音声広告および動画広告につい
ては、同一の広告ＩＤが割り当てられる。１つの広告を示すものとして関連付けられた音
声広告および動画広告とは、例えば、動画広告が音声付きの動画であり、音声広告が、当
該動画広告の音声である場合があげられる。
【００３５】
　また、音声広告の広告主と動画広告の広告主とが同一であり、音声広告が当該広告主の
サウンドロゴであり、動画広告が当該広告主によって提供される商品やサービスに関する
動画である場合や、音声広告が、関連する動画広告の閲覧を促す音声（例えば「下のビデ
オ広告からクーポンがもらえるよ！」などの音声）である場合なども、１つの広告を示す
ものとして関連付けられた音声広告および動画広告と考えられる。
【００３６】
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　また、音声広告の広告主と動画広告の広告主とが、例えば親会社と子会社の関係や、系
列会社どうしの関係のように関連している場合も、１つの広告を示すものとして関連付け
られた音声広告および動画広告と考えてもよい。また、複数の会社による共通の取り組み
や共同開発商品の宣伝を行う音声広告や動画広告も、１つの広告を示すものとして関連付
けられた音声広告および動画広告と考えてもよい。
【００３７】
　例えば図６および図７に示すように、「音声広告１」の音声広告と、「動画広告１」の
動画広告には、同一の広告ＩＤである「Ａ００１」が割り当てられており、当該音声広告
と当該動画広告とは、１つの広告を示すものとして関連付けられている。言い換えるなら
ば、音声広告および動画広告に関連付けられている１つの広告について、「Ａ００１」の
広告ＩＤが割り当てられているということもできる。
【００３８】
　図８は、再生情報格納部に格納されるデータの構造の一例を示す図である。再生情報格
納部４４には、例えば図８に示すように、広告ＩＤ４４０に対応付けて、対応する広告の
再生回数４４１が格納される。図８では、「Ａ００１」の広告ＩＤ４４０に対応付けて、
「５０．１」の再生回数４４１が格納された再生情報格納部４４が例示されている。なお
、再生回数４４１に格納されている小数点以下の数値の意味については後述する。
【００３９】
　ここで、本実施形態では、ユーザ端末３０は、音声広告または動画広告が再生された場
合に、再生された音声広告または動画広告の識別情報と共に、再生回数を示す再生情報を
、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。広告サーバ４０は、広告の識別情報
毎に再生回数を集計し、集計結果を通信回線１１を介して課金処理サーバへ送信する。
【００４０】
　また、１つの広告を示すものとして関連付けられた音声広告および動画広告については
、ユーザ端末３０は、いずれか一方が再生された場合、当該１つの広告が所定割合再生さ
れた旨を示す再生情報を広告サーバ４０へ送る。この点について、図９を用いて詳しく説
明する。
【００４１】
　図９は、再生回数の報告方法の一例を説明するための概念図である。図９の例では、コ
ンテンツ１００の領域Ａにおいて再生される音声広告と、表示領域１０２において再生さ
れる動画広告とが、１つの広告を示すものとして関連付けられているものと仮定する。例
えば、図９の時刻Ｔ1において、領域Ａの音声広告が再生された場合、ユーザ端末３０は
、当該１つの広告が第１の割合（例えば１０％）再生された旨の再生情報を広告サーバ４
０へ送信する。１０％再生された場合には、０．１回分再生された旨の再生情報が広告サ
ーバ４０へ送信される。
【００４２】
　また、例えば、図９の時刻Ｔ2において、表示領域１０２内で動画広告が再生された場
合、ユーザ端末３０は、当該１つの広告が第２の割合（例えば９０％）再生された旨の再
生情報を広告サーバ４０へ送信する。９０％再生された場合には、０．９回分再生された
旨の再生情報が広告サーバ４０へ送信される。
【００４３】
　ユーザ端末３０は、１つの広告を示すものとして関連付けられた音声広告および動画広
告において、いずれもが再生された場合に、１回分再生された旨を広告サーバ４０に通知
する。このように、関連する音声広告および動画広告を、再生回数で関連付けることで、
所定割合以上再生された場合に課金する、音声広告の再生分と、動画広告の再生分とで課
金を変えるなど、より柔軟な課金方法を実現することができる。
【００４４】
　そのため、１つの広告を示すものとして関連付けられた音声広告および動画広告のうち
、いずれか一方が再生されなかった場合は、例えば図８に示すように、再生回数の集計結
果に、小数点以下の値が含まれる場合がある。
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【００４５】
　図５に戻って説明を続ける。提供部４５は、通信回線１１を介してユーザ端末３０から
、ユーザの属性情報と、１つ以上の領域ＩＤとを有する広告要求を受信する。そして、提
供部４５は、受信した広告要求に含まれている領域ＩＤを１つずつ選択し、選択した領域
ＩＤが音声広告領域ＩＤであれば、まず音声広告格納部４２を参照する。
【００４６】
　そして、提供部４５は、広告要求に含まれている属性情報に対応付けられている広告デ
ータテーブルから、広告ＩＤおよび当該広告ＩＤに対応付けられている音声広告データを
抽出する。提供部４５は、広告データテーブルから広告ＩＤおよび音声広告データをラン
ダムに抽出してもよく、所定の順序に従って順番に抽出してもよい。そして、提供部４５
は、抽出した広告ＩＤおよび音声広告データを、音声広告領域ＩＤに対応付けて保持する
。
【００４７】
　次に、提供部４５は、広告要求に含まれている残りの領域ＩＤの中に、動画広告領域Ｉ
Ｄが存在する場合に、動画広告格納部４３を参照する。そして、提供部４５は、音声広告
領域ＩＤに対応付けて保持した広告ＩＤと同一の広告ＩＤが動画広告格納部４３内に存在
すれば、当該広告ＩＤに対応付けられている動画広告データ（すなわち、先に抽出した音
声広告データに関連する動画広告データ）および基準位置を、当該広告ＩＤと共に動画広
告格納部４３から抽出する。そして、提供部４５は、抽出した広告ＩＤ、動画広告データ
、および基準位置を、動画広告領域ＩＤに対応付けて保持する。
【００４８】
　一方、広告要求に含まれている領域ＩＤの中から選択した領域ＩＤが動画広告領域ＩＤ
であれば、提供部４５は、まず動画広告格納部４３を参照する。そして、提供部４５は、
広告要求に含まれている属性情報に対応付けられている広告データテーブルから、広告Ｉ
Ｄと共に、当該広告ＩＤに対応付けられている動画広告データおよび基準位置を抽出する
。そして、提供部４５は、抽出した広告ＩＤ、動画広告データ、および基準位置を、動画
広告領域ＩＤに対応付けて保持する。
【００４９】
　次に、提供部４５は、広告要求に含まれている残りの領域ＩＤの中に、音声広告領域Ｉ
Ｄが存在する場合に、音声広告格納部４２を参照する。そして、提供部４５は、動画広告
領域ＩＤに対応付けて保持した広告ＩＤと同一の広告ＩＤが音声広告格納部４２内に存在
すれば、当該広告ＩＤに対応付けられている音声広告データを、当該広告ＩＤと共に音声
広告格納部４２から抽出する。そして、提供部４５は、抽出した広告ＩＤおよび音声広告
データを、音声広告領域ＩＤに対応付けて保持する。
【００５０】
　このようにして、提供部４５は、広告データを１つずつ領域ＩＤに対応付け、関連する
広告データがある場合には、それらを優先して他の領域ＩＤに対応付ける。そして、提供
部４５は、広告要求に含まれているそれぞれの領域ＩＤについて、広告ＩＤと、広告デー
タと、（領域ＩＤが動画広告領域ＩＤであれば）基準位置とを、通信回線１１を介してユ
ーザ端末３０へ送信する。
【００５１】
　収集部４６は、通信回線１１を介してユーザ端末３０から、広告ＩＤおよび再生回数を
含む再生情報を受信した場合に、当該再生情報に含まれている広告ＩＤに対応付けられて
いる再生回数を再生情報格納部４４内で特定する。そして、収集部４６は、特定した再生
回数に、受信した再生情報に含まれている再生回数を加算する。
【００５２】
　集計部４１は、所定のタイミング毎に再生情報格納部４４を参照し、広告ＩＤ毎の再生
回数を取得する。そして、集計部４１は、音声広告格納部４２および動画広告格納部４３
を参照し、広告ＩＤに対応付けられている広告主ＩＤを特定する。そして、集計部４１は
、広告主ＩＤ毎に、広告ＩＤおよび再生回数を、通信回線１１を介して、外部の課金処理
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サーバ（図示せず）へ送信して課金処理を実行させる。そして、集計部４１は、再生情報
格納部４４内の再生回数を全て０にリセットする。
【００５３】
［ユーザ端末３０の構成］
　図１０は、第１の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。本実施形態におけるユーザ端末３０は、データ取得部３００、表示制御部３０１、可
視領域取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０４、音声制御部３０５、表示装置３
１０、入力装置３１１、およびスピーカ３１２を有する。
【００５４】
　ユーザ端末３０が有する機能のうち、データ取得部３００、表示制御部３０１、可視領
域取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０４、および音声制御部３０５は、ユーザ
端末３０内の演算装置が実行するブラウザプログラムにより実現される。
【００５５】
　特に、可視領域取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０４、および音声制御部３
０５は、配信装置２０から配信されたコンテンツデータに含まれている制御プログラムを
、ブラウザプログラムが実行することにより実現される。
【００５６】
　データ取得部３００は、通信回線１１を介して配信装置２０へコンテンツデータのＵＲ
Ｌを送信することにより、当該コンテンツデータを通信回線１１を介して配信装置２０か
ら取得する。そして、データ取得部３００は、取得したコンテンツデータを解析して、作
成されるコンテンツ１００に含まれる領域であって音声広告が再生される領域の領域ＩＤ
と、動画広告が再生される表示領域１０２の領域ＩＤとを抽出する。
【００５７】
　次に、データ取得部３００は、配信システム１０のユーザの属性情報と、抽出した領域
ＩＤとを含む広告要求を、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。ユーザの属
性情報は、ユーザ端末３０内に保存されているＨＴＴＰクッキー（HyperText　Transfer
　Protocol　Cookie）を用いることができる。
【００５８】
　そして、データ取得部３００は、通信回線１１を介して広告サーバ４０から、領域ＩＤ
毎に広告ＩＤおよび広告データを受信する。領域ＩＤが動画広告領域ＩＤである場合、デ
ータ取得部３００は、広告サーバ４０から、領域ＩＤ毎に広告ＩＤ、広告データ、および
基準位置の情報を受信する。そして、データ取得部３００は、コンテンツデータと共に、
領域ＩＤ毎の基準位置の情報を表示制御部３０１へ送る。
【００５９】
　また、データ取得部３００は、広告サーバ４０から受信した領域ＩＤ毎の広告ＩＤを比
較し、同一の広告ＩＤが存在する場合に、当該広告ＩＤに、関連する広告データが他に存
在する旨を示す関連情報を対応付ける。そして、データ取得部３００は、領域ＩＤが動画
広告領域ＩＤであれば、当該領域ＩＤ、広告ＩＤ、および動画広告データを動画制御部３
０４へ送る。このとき、広告ＩＤに関連情報が対応付けられている場合には、データ取得
部３００は、当該関連情報も併せて動画制御部３０４へ送る。
【００６０】
　また、データ取得部３００は、領域ＩＤが音声広告領域ＩＤであれば、当該領域ＩＤ、
広告ＩＤ、および音声広告データを音声制御部３０５へ送る。このとき、広告ＩＤに関連
情報が対応付けられている場合には、データ取得部３００は、当該関連情報も併せて音声
制御部３０５へ送る。
【００６１】
　表示制御部３０１は、データ取得部３００から受け取ったコンテンツデータに基づいて
、コンテンツ１００を構築する。そして、表示制御部３０１は、コンテンツ１００内で音
声広告が再生される領域の位置情報、それぞれの領域に対応付けられている領域ＩＤを、
判定部３０３へ送る。なお、それぞれの領域の位置情報は、例えばコンテンツ１００内の
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座標で表され、コンテンツ１００内での位置および大きさの情報を含む。
【００６２】
　また、表示制御部３０１は、動画広告の表示領域１０２の領域ＩＤと、当該表示領域１
０２の基準位置の情報とを判定部３０３へ送る。なお、表示領域１０２の基準位置の情報
は、広告サーバ４０内では表示領域１０２内の座標として管理されている。そのため、表
示制御部３０１は、これを例えばコンテンツ１００内の座標に変換して判定部３０３へ送
る。
【００６３】
　また、表示制御部３０１は、タッチパネル等の入力装置３１１を介して受け付けたユー
ザの操作に応じて、コンテンツ１００内の可視領域を特定する。そして、表示制御部３０
１は、特定した可視領域に含まれるコンテンツ１００の画像のデータを表示装置３１０へ
送る。また、再生された動画広告のフレームデータを領域ＩＤと共に動画制御部３０４か
ら受け取った場合、表示制御部３０１は、受け取った領域ＩＤに対応する表示領域１０２
に、受け取ったフレームデータの画像をマッピングして表示装置３１０へ送る。表示装置
３１０は、例えば液晶パネルであり、表示制御部３０１から受け取ったデータに基づいて
画像を表示する。
【００６４】
　ここで、可視領域について説明する。図１１は、可視領域の一例を説明するための概念
図である。本実施形態において、可視領域１０１とは、例えば図１１に示すように、コン
テンツ１００の領域のうち、ブラウザの表示領域１０４に含まれ、かつ、ユーザ端末３０
の画面の表示領域１０３に含まれる領域をいう。なお、本発明はこれに限られず、例えば
、コンテンツ１００の領域のうち、ブラウザの表示領域１０４に含まれている領域を可視
領域としてもよい。
【００６５】
　表示制御部３０１は、可視領域の位置および大きさを示す位置情報を、例えばユーザ端
末３０において実行されているＯＳ（Operating　System）等から取得する。表示制御部
３０１は、可視領域の位置情報を、例えばコンテンツ１００内の座標に変換して管理して
いる。図１１の例では、斜線部分で示された領域が、可視領域１０１となる。
【００６６】
　可視領域取得部３０２は、タッチパネルやハードウェアスイッチ等の入力装置３１１を
介してユーザの操作を検出した場合に、可視領域の位置情報を表示制御部３０１から取得
する。そして、可視領域取得部３０２は、取得した可視領域の位置情報を判定部３０３へ
送る。
【００６７】
　判定部３０３は、可視領域の位置情報と、動画広告の表示領域１０２に対応付けられて
いる基準位置とを用い、例えばコンテンツ１００内の座標を基準として、表示領域１０２
が可視領域に含まれているか否かを判定する。本実施形態において、判定部３０３は、表
示領域１０２に対応付けられている全ての基準位置が、可視領域内に含まれている場合に
、表示領域１０２が可視領域に含まれていると判定する。
【００６８】
　ここで、本実施形態において、動画広告には、表示領域１０２に対して複数の基準位置
が対応付けられている。図１２は、基準位置の一例を説明するための概念図である。本実
施形態における基準位置は、例えば図１２（ａ）に示すように、表示領域１０２内に２つ
設けられる。２つの基準位置１０５ａおよび１０５ｂは、表示領域１０２内における縦方
向の座標値および横方向の座標値のいずれもが、互いに異なっている。
【００６９】
　このように、縦方向および横方向の座標値が異なる２つの基準位置を表示領域１０２内
に設けることにより、コンテンツ１００をどの方向へスクロールさせたとしても、当該２
つの基準位置を対角とする矩形の領域が可視領域に含まれた場合に、判定部３０３は、表
示領域１０２が可視領域に含まれていると判定することになる。
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【００７０】
　２つの基準位置を対角とする矩形の領域が可視領域に含まれた段階で、当該表示領域１
０２内で動画広告を再生させれば、当該表示領域１０２全体が可視領域に含まれる場合よ
りも、ユーザ端末３０は、動画広告にユーザの注意をより早期に引きつけることができる
。これにより、表示領域１０２全体が可視領域に表示されるように、ユーザがコンテンツ
１００をスクロールさせる可能性を高めることができる。これにより、配信装置２０は、
表示領域１０２内の動画広告をユーザに見てもらう機会を増やすことができる。
【００７１】
　また、動画広告において特徴的な画像が表示される領域を、２つの基準位置を対角とす
る矩形で囲むように当該２つの基準位置を配置すれば、ユーザ端末３０は、表示領域１０
２において特徴的な画像が表示される領域が可視領域に含まれた段階で動画広告の再生を
開始することができる。これにより、配信装置２０は、ユーザの注意が動画広告に引きつ
けられる機会をさらに増やすことができる。なお、動画広告において特徴的な画像が表示
される領域は、動画広告の広告主や作成者が認識している場合が多い。そのため、２つの
基準位置は、動画広告データと共に、当該動画広告データの広告主等によって広告サーバ
４０内の動画広告格納部４３に登録されることが好ましい。
【００７２】
　また、動画広告の内容によっては、動画全体を見せた方がユーザの注意を引きやすい場
合もある。そのような場合には、例えば図１２（ｂ）に示すように、表示領域１０２の２
つの対角をそれぞれ基準位置とすることで、表示領域１０２全体が可視領域に含まれた場
合に、動画の再生を開始させることも可能である。この場合も、配信装置２０は、どの方
向にコンテンツ１００がスクロールしたとしても、表示領域１０２全体が可視領域に含ま
れた場合に、動画広告の再生を開始させることができる。
【００７３】
　また、スクロール方向が表示領域１０２に対して上下方向に定められているコンテンツ
１００については、例えば図１２（ｃ）に示すように、表示領域１０２の枠において上下
に対向するそれぞれの辺上に基準位置を設けるようにしてもよい。この場合、配信装置２
０は、上下方向のスクロールにおいて、表示領域１０２全体が可視領域に含まれた場合に
、動画広告の再生を開始させることができる。なお、スクロール方向が左右方向に定めら
れているコンテンツ１００については、表示領域１０２の枠において左右に対向するそれ
ぞれの辺上に基準位置を設けるようにすればよい。
【００７４】
　なお、１つの動画広告には、表示領域１０２に対して３つ以上の基準位置が設けられて
いてもよい。また、基準位置の数が３つ以上の場合には、全ての基準位置が可視領域に含
まれている場合以外にも、２つ以上の基準位置が可視領域に含まれている場合に、判定部
３０３は、表示領域１０２が可視領域に含まれていると判定してもよい。また、１つの動
画広告には、表示領域１０２に対して１つの基準位置が設けられていてもよい。
【００７５】
　図１０に戻って説明を続ける。判定部３０３は、可視領域の位置と、表示領域１０２の
基準位置とを用いて、表示領域１０２が可視領域に含まれていないと判定した場合、動画
制御部３０４に動画広告の再生停止を指示する。
【００７６】
　次に、判定部３０３は、可視領域内に含まれているコンテンツ１００内の領域を特定す
る。なお、可視領域が、コンテンツ１００内の２つの領域にまたがっている場合、判定部
３０３は、可視領域に含まれている面積が広い方の領域を、可視領域に含まれている領域
として特定する。そして、判定部３０３は、特定した領域に対応する領域ＩＤを音声制御
部３０５へ送る。
【００７７】
　一方、表示領域１０２が可視領域に含まれていると判定した場合、判定部３０３は、音
声制御部３０５に音声広告の再生停止を指示する。そして、判定部３０３は、当該表示領
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域１０２に対応する領域ＩＤを動画制御部３０４へ送る。
【００７８】
　動画制御部３０４は、表示制御部３０１から、領域ＩＤ毎に、広告ＩＤ、動画広告デー
タ、および関連情報を受け取って保持する。そして、動画制御部３０４は、判定部３０３
から領域ＩＤを受け取った場合に、受け取った領域ＩＤに対応する動画広告データの再生
を開始する。
【００７９】
　例えば、動画制御部３０４は、動画広告データをデコードし、フレームデータを領域Ｉ
Ｄと共に表示制御部３０１へ送ることにより、動画広告の再生を開始する。動画広告が音
声付きの動画である場合、動画制御部３０４は、当該音声のデコードも行い、デコードし
た音声をスピーカ３１２を介して出力する。
【００８０】
　そして、動画広告データの再生が終了した場合、動画制御部３０４は、当該動画広告デ
ータと共に、関連情報を表示制御部３０１から受け取っていたか否かを判定する。当該動
画広告データと共に関連情報を受け取っていない場合、動画制御部３０４は、当該動画広
告データに対応付けられている広告ＩＤと、当該動画広告データが１回分再生された旨を
示す再生回数とを含む再生情報を、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。
【００８１】
　一方、再生が終了した動画広告データと共に関連情報を受け取っていた場合、動画制御
部３０４は、当該動画広告データに対応付けられている広告ＩＤと、当該動画広告データ
に関連付けられている広告が第２の割合分（例えば０．９回分）再生された旨を示す再生
回数とを含む再生情報を、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。
【００８２】
　また、動画広告の再生停止を判定部３０３から指示された場合、動画制御部３０４は、
動画広告の再生が終了していなければ、動画広告のデコードを停止することにより、動画
広告の再生を停止する。動画広告が音声付きの動画である場合には、動画制御部３０４は
、当該音声のデコードも停止する。
【００８３】
　音声制御部３０５は、表示制御部３０１から、領域ＩＤ毎に、広告ＩＤ、音声広告デー
タ、および関連情報を受け取って保持する。そして、音声制御部３０５は、判定部３０３
から領域ＩＤを受け取った場合に、受け取った領域ＩＤに対応する音声広告データの再生
を開始する。例えば、音声制御部３０５は、音声広告データをデコードし、デコードした
音声をスピーカ３１２を介して出力することにより、音声広告の再生を開始する。
【００８４】
　そして、音声広告データの再生が終了した場合、音声制御部３０５は、当該音声広告デ
ータと共に、関連情報を表示制御部３０１から受け取っていたか否かを判定する。当該音
声広告データと共に関連情報を受け取っていない場合、音声制御部３０５は、当該音声広
告データに対応付けられている広告ＩＤと、当該音声広告データが１回分再生された旨を
示す再生回数とを含む再生情報を、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。
【００８５】
　一方、再生が終了した音声広告データと共に関連情報を受け取っていた場合、音声制御
部３０５は、当該音声広告データに対応付けられている広告ＩＤと、当該音声広告データ
に関連付けられている広告が第１の割合分（例えば０．１回分）再生された旨を示す再生
回数とを含む再生情報を、通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送信する。
【００８６】
　また、音声広告の再生停止を判定部３０３から指示された場合、音声制御部３０５は、
音声広告の再生が終了していなければ、音声広告のデコードを停止することにより、音声
広告の再生を停止する。
【００８７】
［ユーザ端末３０の動作］
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　図１３は、第１の実施形態におけるユーザ端末の動作の一例を示すフローチャートであ
る。ユーザ端末３０は、コンテンツデータを配信装置２０から取得し、取得したコンテン
ツデータに含まれている制御プログラムを読み込むことにより、本フローチャートに示す
動作を開始する。
【００８８】
　まず、可視領域取得部３０２は、可視領域の位置情報を表示制御部３０１から取得して
判定部３０３へ送る。判定部３０３は、可視領域の位置情報と、動画広告の表示領域１０
２に対応付けられている基準位置とを用い、例えばコンテンツ１００内の座標を基準とし
て、表示領域１０２が可視領域に含まれているか否かを判定する（Ｓ１００）。表示領域
１０２が可視領域に含まれていない場合（Ｓ１００：Ｎｏ）、判定部３０３は、後述する
ステップＳ１１４に示す処理を実行する。
【００８９】
　表示領域１０２が可視領域に含まれている場合（Ｓ１００：Ｙｅｓ）、判定部３０３は
、可視領域に含まれている表示領域１０２に対応する領域ＩＤを動画制御部３０４へ送る
。動画制御部３０４は、判定部３０３から受け取った領域ＩＤに対応する動画広告データ
の再生を開始する（Ｓ１０２）。このとき、既に動画広告が途中まで再生されていた場合
には、動画制御部３０４は、その続きから動画広告を再生してもよく、あらためて最初か
ら再生してもよい。
【００９０】
　次に、可視領域取得部３０２は、入力装置３１１を介してユーザの操作が検出されたか
否かを判定する（Ｓ１０４）。ユーザの操作が検出されていない場合（Ｓ１０４：Ｎｏ）
、動画制御部３０４は、動画広告データの再生が終了したか否かを判定する（Ｓ１０６）
。動画広告データの再生が終了していない場合（Ｓ１０６：Ｎｏ）、可視領域取得部３０
２は、再びステップＳ１０４に示した処理を実行する。
【００９１】
　一方、動画広告データの再生が終了した場合（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）、動画制御部３０４
は、再生が終了した動画広告データの広告ＩＤおよび再生回数を含む再生情報を、通信回
線１１を介して広告サーバ４０へ送信する（Ｓ１０８）。そして、可視領域取得部３０２
は、再びステップＳ１０４に示した処理を実行する。ステップＳ１０８において、動画制
御部３０４は、再生が終了した動画広告データの広告ＩＤに関連情報が対応付けられてい
なければ、再生回数を１回と算出し、関連情報が対応付けられていれば、再生回数を第２
の割合分（例えば０．９回分）と算出する。
【００９２】
　ステップＳ１０４においてユーザの操作が検出された場合（Ｓ１０４：Ｙｅｓ）、可視
領域取得部３０２は、可視領域の位置情報を表示制御部３０１から取得して判定部３０３
へ送る。判定部３０３は、可視領域の位置情報と、動画広告の表示領域１０２に対応付け
られている基準位置とを用いて、表示領域１０２が可視領域に含まれているか否かを判定
する（Ｓ１１０）。
【００９３】
　表示領域１０２が可視領域に含まれている場合（Ｓ１１０：Ｙｅｓ）、可視領域取得部
３０２は、再びステップＳ１０４に示した処理を実行する。一方、表示領域１０２が可視
領域に含まれていない場合（Ｓ１１０：Ｎｏ）、判定部３０３は、動画制御部３０４に動
画広告の再生停止を指示する。動画制御部３０４は、動画広告の再生を行っていれば、動
画広告の再生を停止する（Ｓ１１２）。
【００９４】
　次に、判定部３０３は、可視領域内に含まれているコンテンツ１００内の領域を特定し
、特定した領域に対応する領域ＩＤを音声制御部３０５へ送る。音声制御部３０５は、判
定部３０３から受け取った領域ＩＤに対応する音声広告データの再生を開始する（Ｓ１１
４）。
【００９５】
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　次に、可視領域取得部３０２は、入力装置３１１を介してユーザの操作が検出されたか
否かを判定する（Ｓ１１６）。ユーザの操作が検出されていない場合（Ｓ１１６：Ｎｏ）
、音声制御部３０５は、音声広告データの再生が終了したか否かを判定する（Ｓ１１８）
。音声広告データの再生が終了していない場合（Ｓ１１８：Ｎｏ）、可視領域取得部３０
２は、再びステップＳ１１６に示した処理を実行する。
【００９６】
　一方、音声広告データの再生が終了した場合（Ｓ１１８：Ｙｅｓ）、音声制御部３０５
は、再生が終了した音声広告データの広告ＩＤおよび再生回数を含む再生情報を、通信回
線１１を介して広告サーバ４０へ送信する（Ｓ１２０）。そして、可視領域取得部３０２
は、再びステップＳ１１６に示した処理を実行する。ステップＳ１２０において、音声制
御部３０５は、再生が終了した音声広告データの広告ＩＤに関連情報が対応付けられてい
なければ、再生回数を１回と算出し、関連情報が対応付けられていれば、再生回数を第１
の割合分（例えば０．１回分）と算出する。
【００９７】
　ステップＳ１１６においてユーザの操作が検出された場合（Ｓ１１６：Ｙｅｓ）、可視
領域取得部３０２は、可視領域の位置情報を表示制御部３０１から取得して判定部３０３
へ送る。判定部３０３は、可視領域の位置情報と、動画広告の表示領域１０２に対応付け
られている基準位置とを用いて、表示領域１０２が可視領域に含まれているか否かを判定
する（Ｓ１２２）。
【００９８】
　表示領域１０２が可視領域に含まれている場合（Ｓ１２２：Ｙｅｓ）、判定部３０３は
、音声制御部３０５に音声広告の再生停止を指示する。音声制御部３０５は、音声広告の
再生を行っていれば、音声広告の再生を停止する（Ｓ１２６）。そして、判定部３０３お
よび動画制御部３０４は、再びステップＳ１０２に示した処理を実行する。
【００９９】
　一方、表示領域１０２が可視領域に含まれていない場合（Ｓ１２２：Ｎｏ）、判定部３
０３は、別な音声広告が取得された領域が可視領域内に含まれたか否かを判定する（Ｓ１
２４）。別な領域が可視領域内に含まれた場合（Ｓ１２４：Ｙｅｓ）、判定部３０３およ
び音声制御部３０５は、ステップＳ１１４に示した処理を実行する。一方、別な音声広告
が取得された領域が可視領域内に含まれていない場合（Ｓ１２４：Ｎｏ）、可視領域取得
部３０２は、再びステップＳ１１６に示した処理を実行する。
【０１００】
　以上、本発明の第１の実施形態について説明した。
【０１０１】
　上記説明から明らかなように、本実施形態の配信システム１０によれば、動画広告等の
動画の表示領域がユーザ端末３０の画面に表示されていない場合であっても、音声広告等
の音声をユーザ端末３０に再生させるため、ユーザ端末３０のユーザにより多くの情報を
提供することができる。
【０１０２】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【０１０３】
［処理の概略］
　図１４は、第２の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図である。
本実施形態における配信システム１０は、配信装置２０、ユーザ端末３０、広告サーバ４
０、および情報発信装置１４を備える。なお、以下に説明する点を除き、図１４において
、図２と同じ符号を付した構成は、図２における構成と同一または同様の機能を有するた
め説明を省略する。
【０１０４】
　本実施形態では、ショッピングモールやナイトクラブなど、広告の音声出力が許容され



(17) JP 2015-60460 A 2015.3.30

10

20

30

40

50

る施設に情報発信装置１４が設けられる。そして、情報発信装置１４は、音声出力が許容
される旨の信号を無線送信する。
【０１０５】
　ユーザ端末３０は、情報発信装置１４から無線送信された信号を所定の受信強度以上で
受信できる範囲１５内の位置（例えば図１４に示したユーザ端末３０ａの位置）にいる場
合に、音声広告や動画広告の音声を出力する。所定の受信強度とは、例えば、受信した信
号から、音声出力が許容される旨を示す情報（例えば予め定められたコード等）を復号で
きる程度の受信強度である。一方、ユーザ端末３０は、範囲１５の外部の位置（例えば図
１４に示したユーザ端末３０ｂの位置）にいる場合には、音声広告や動画広告の音声出力
を停止する。
【０１０６】
　ここで、音声出力が許容されていない施設に移動した場合、ユーザは、ユーザ端末３０
の音声出力に関する設定を行うことにより、ユーザ端末３０の音声出力を停止させること
も可能である。しかし、それは、ユーザにとって面倒な作業である。
【０１０７】
　また、ユーザが、音声出力を停止させる設定を忘れたまま音声出力が許容されていない
施設へ移動した場合、ユーザ端末３０から音声広告や動画広告の音声が出力されてしまい
、他人に迷惑をかけてしまう場合がある。このような事態を避けるため、ユーザは、音声
出力を常に無効に設定する場合がある。そのようにされると、音声広告により商品やサー
ビスをユーザに訴求する機会が失われてしまう。また、動画広告においても、音声が出力
されないことにより動画広告の内容がユーザに伝わらない場合がある。
【０１０８】
　そこで、本実施形態のユーザ端末３０は、音声出力が許容されている施設に移動した場
合に、音声広告および動画広告の音声出力を自動的に有効にし、それ以外の場所では、ユ
ーザの設定に従って音声出力を制御する。これにより、ユーザ端末３０は、音声出力が許
容されている施設において、音声広告の音声をユーザに聞いてもらう機会を増やすことが
できる。また、動画広告においても、ユーザ端末３０は、音声出力が許容されている施設
において音声出力を行うことにより動画広告の内容をユーザに伝えることができる。
【０１０９】
［ユーザ端末３０の構成］
　図１５は、第２の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。本実施形態におけるユーザ端末３０は、データ取得部３００、表示制御部３０１、可
視領域取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０４、音声制御部３０５、表示装置３
１０、入力装置３１１、スピーカ３１２、およびセンサ３１３を有する。なお、以下に説
明する点を除き、図１５において、図１０と同じ符号を付した構成は、図１０における構
成と同一または同様の機能を有するため説明を省略する。
【０１１０】
　センサ３１３は、無線ＬＡＮやBluetooth（登録商標）、Zigbee（登録商標）等の近距
離無線通信方式により、情報発信装置１４から送信された信号を受信し、受信した信号の
復号を行う。センサ３１３は、所定のタイミング毎（例えば１秒毎）に、情報発信装置１
４からの信号の復号を試行する。そして、センサ３１３は、音声出力が許容される旨の情
報を復号することができたか否かを示す情報を、所定のタイミング毎に判定部３０３に通
知する。
【０１１１】
　判定部３０３は、表示領域１０２が可視領域に含まれていると判定した場合、直前にセ
ンサ３１３から受けた通知が、音声出力が許容される旨の情報を復号することができた旨
の通知であるか否かを判定する。直前にセンサ３１３から受けた通知が、音声出力が許容
される旨の情報を復号することができた旨の通知である場合、すなわち、音声出力が許容
される場合、判定部３０３は、音声制御部３０５に音声広告の再生停止を指示する。そし
て、判定部３０３は、可視領域に含まれている表示領域１０２に対応する領域ＩＤを動画
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制御部３０４へ送る。
【０１１２】
　一方、直前にセンサ３１３から受けた通知が、音声出力が許容される旨の情報を復号す
ることができなかった旨の通知である場合、すなわち、音声出力が許容されない場合、判
定部３０３は、音声制御部３０５に音声広告の再生停止を指示する。そして、判定部３０
３は、音声の出力を行わない旨の指示と共に、可視領域に含まれている表示領域１０２に
対応する領域ＩＤを動画制御部３０４へ送る。
【０１１３】
　また、表示領域１０２が可視領域に含まれていないと判定した場合、判定部３０３は、
直前にセンサ３１３から受けた通知に基づいて、音声出力が許容されるか否かを判定する
。音声出力が許容される場合、判定部３０３は、動画制御部３０４に動画広告の再生停止
を指示する。そして、判定部３０３は、可視領域内に含まれているコンテンツ１００内の
領域を特定し、特定した領域に対応する領域ＩＤを音声制御部３０５へ送る。
【０１１４】
　一方、音声出力が許容されない場合、判定部３０３は、動画制御部３０４に動画広告の
再生停止を指示し、音声制御部３０５へは領域ＩＤを送らない。これにより、可視領域内
に含まれているコンテンツ１００内の領域に対応する音声広告は再生されない。
【０１１５】
　動画制御部３０４は、判定部３０３から領域ＩＤを受け取った場合に、受け取った領域
ＩＤに対応する動画広告データの再生を開始する。動画広告が音声付きの動画である場合
、動画制御部３０４は、音声の出力を行わない旨の指示を判定部３０３から受けていなけ
れば、当該音声のデコードも行い、デコードした音声をスピーカ３１２を介して出力する
。一方、音声の出力を行わない旨の指示を判定部３０３から受けていれば、動画制御部３
０４は、動画広告が音声付きの動画であっても、音声の出力は行わずに、動画の再生を行
う。
【０１１６】
　なお、ユーザ端末３０にヘッドホンが接続されている場合には、センサ３１３からの通
知にかかわらず、動画制御部３０４および音声制御部３０５は、音声をヘッドホンへ出力
するようにしてもよい。
【０１１７】
［ユーザ端末３０の動作］
　図１６は、第２の実施形態におけるユーザ端末の動作の一例を示すフローチャートであ
る。ユーザ端末３０は、コンテンツデータを配信装置２０から取得し、取得したコンテン
ツデータに含まれている制御プログラムを読み込むことにより、本フローチャートに示す
動作を開始する。なお、以下に説明する点を除き、図１６において、図１３と同じ符号を
付した処理は、図１３に示した処理と同一または同様の処理であるため説明を省略する。
【０１１８】
　ステップＳ１００において、表示領域１０２が可視領域に含まれている場合（Ｓ１００
：Ｙｅｓ）、判定部３０３は、これまでに受けたセンサ３１３からの通知を参照して、音
声出力が許容されているか否かを判定する（Ｓ２００）。音声出力が許容されている場合
（Ｓ２００：Ｙｅｓ）、判定部３０３は、可視領域に含まれている表示領域１０２に対応
する領域ＩＤを動画制御部３０４へ送る。
【０１１９】
　動画制御部３０４は、受け取った領域ＩＤに対応する動画広告データの再生を開始する
。動画広告が音声付きの動画である場合には、動画制御部３０４は、当該音声のデコード
も行い、デコードした音声をスピーカ３１２を介して出力する（Ｓ２０２）。
【０１２０】
　一方、音声出力が許容されていない場合（Ｓ２００：Ｎｏ）、判定部３０３は、音声の
出力を行わない旨の指示と共に、可視領域に含まれている表示領域１０２に対応する領域
ＩＤを動画制御部３０４へ送る。動画制御部３０４は、受け取った領域ＩＤに対応する動
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画広告データの再生を開始する。このとき、動画制御部３０４は、動画広告が音声付きの
動画であっても、音声の出力は行わずに、動画の再生を行う（Ｓ２０４）。
【０１２１】
　ステップＳ１１２に示した処理が実行された後、判定部３０３は、これまでに受けたセ
ンサ３１３からの通知を参照して、音声出力が許容されているか否かを判定する（Ｓ２０
６）。音声出力が許容されている場合（Ｓ２０６：Ｙｅｓ）、判定部３０３は、可視領域
内に含まれているコンテンツ１００内の領域を特定し、特定した領域に対応する領域ＩＤ
を音声制御部３０５へ送る。音声制御部３０５は、判定部３０３から受け取った領域ＩＤ
に対応する音声広告データの再生を開始する。
【０１２２】
　一方、音声出力が許容されていない場合（Ｓ２０６：Ｎｏ）、可視領域取得部３０２は
、ステップＳ１１６に示した処理を実行する。この場合、音声制御部３０５によって音声
広告の再生は行われない。
【０１２３】
　以上、本発明の第２の実施形態について説明した。
【０１２４】
　上記説明から明らかなように、本実施形態の配信システム１０によれば、音声出力が許
容されている施設において、音声広告の音声をユーザに聞いてもらう機会を増やすことが
できる。また、動画広告においても、配信システム１０は、音声出力が許容されている施
設において音声出力を行うことにより動画広告の内容をユーザに伝えることができる。
【０１２５】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
【０１２６】
［処理の概略］
　図１７は、第３の実施形態における処理の概略の一例を説明するための概念図である。
本実施形態におけるユーザ端末３０は、配信装置２０から配信されたゲーム等のプログラ
ムを実行し、ユーザの操作に応じて、当該プログラムによって実現される３次元空間を示
すコンテンツ１１０をユーザ端末３０の画面に表示する。
【０１２７】
　ユーザは、ユーザ端末３０を操作することにより、ゲーム等のプレーヤー１１２を当該
３次元空間内で移動させることができる。ユーザ端末３０は、ユーザの操作に応じて、３
次元空間内におけるユーザの視点位置および視線方向を特定し、特定したユーザの視点位
置から、ユーザの視線方向の３次元空間を見た場合の２次元画像を作成する。そして、ユ
ーザ端末３０は、作成した２次元画像のうち、ユーザ端末３０の画面に表示する領域を可
視領域として特定し、可視領域の画像をユーザ端末３０の画面に表示する。
【０１２８】
　プログラムによって実現される３次元空間に対応する地図のそれぞれの領域には、音声
広告領域ＩＤが割り当てられている。また、プログラムによって実現される３次元空間内
には、動画広告の表示領域１１１が設けられており、当該表示領域１１１には、動画広告
領域ＩＤが割り当てられている。
【０１２９】
　ユーザ端末３０は、３次元空間に対応する地図の領域毎に、音声広告のデータを広告サ
ーバ４０から取得する。また、動画広告の表示領域１１１毎に、当該表示領域１１１にお
いて再生される動画広告のデータを広告サーバ４０から取得する。そして、ユーザ端末３
０は、３次元空間内におけるユーザの視点位置を特定し、例えば図１７の時刻Ｔ1に示す
ように、特定した位置を含む領域について取得した音声広告を再生する。
【０１３０】
　また、ユーザの操作に応じてプレーヤー１１２が３次元空間を移動し、例えば図１７の
時刻Ｔ2に示すように、ユーザ端末３０の画面内に表示領域１１１が表示された場合、ユ
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ーザ端末３０は、音声広告の再生を停止する。そして、ユーザ端末３０は、表示領域１１
１について取得した動画広告を、当該表示領域１１１内において再生する。動画広告が音
声付きの動画である場合は、ユーザ端末３０は、当該音声の再生も行う。
【０１３１】
　また、ユーザの操作に応じてプレーヤー１１２が３次元空間をさらに移動し、例えば図
１７の時刻Ｔ3に示すように、ユーザ端末３０の画面内に表示領域１１１が表示されなく
なった場合、ユーザ端末３０は、動画広告の再生を停止する。そして、ユーザ端末３０は
、３次元空間内におけるユーザの視点位置を特定し、特定した位置を含む領域について取
得した音声広告を再生する。
【０１３２】
　このように、ユーザ端末３０は、表示領域１１１が画面に表示されない場合には、ユー
ザの視点位置を含む領域について取得された音声広告が再生され、表示領域１１１が画面
内に表示された場合には、音声広告の再生を停止して、当該表示領域１１１について取得
された動画広告を表示領域１１１で再生させる。これにより、本実施形態の配信装置２０
は、ユーザ端末３０においてゲーム等のプログラムを実行中のユーザに、音声広告や動画
広告を効率的に視聴させるプログラムを配信することができる。
【０１３３】
［配信システム１０および配信装置２０の構成］
　図１８は、第３の実施形態における配信システムの一例を示すシステム構成図である。
本実施形態における配信システム１０は、配信装置２０、ユーザ端末３０、および広告サ
ーバ４０を備える。なお、以下に説明する点を除き、図１８において、図２と同じ符号を
付した構成は、図２における構成と同一または同様の機能を有するため説明を省略する。
【０１３４】
　配信装置２０は、配信部２２およびプログラム格納部２３を有する。プログラム格納部
２３には、ゲーム等のプログラムと、当該プログラムにおいて使用されるデータ等が格納
されている。配信部２２は、通信回線１１を介してユーザ端末３０からプログラム等の要
求を受信した場合に、要求されたプログラム等をプログラム格納部２３から取り出し、取
り出したプログラム等を、通信回線１１を介してユーザ端末３０へ送信する。
【０１３５】
［ユーザ端末３０の構成］
　図１９は、第３の実施形態におけるユーザ端末の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。本実施形態におけるユーザ端末３０は、表示制御部３０１、可視領域取得部３０２、
判定部３０３、動画制御部３０４、音声制御部３０５、シナリオ実行部３０７、表示装置
３１０、入力装置３１１、およびスピーカ３１２を有する。なお、以下に説明する点を除
き、図１９において、図１０と同じ符号を付した構成は、図１０における構成と同一また
は同様の機能を有するため説明を省略する。
【０１３６】
　ユーザ端末３０が有する機能のうち、表示制御部３０１、可視領域取得部３０２、判定
部３０３、動画制御部３０４、音声制御部３０５、およびシナリオ実行部３０７は、配信
装置２０から配信されたプログラムを、ユーザ端末３０内の演算装置が実行することによ
り実現される。
【０１３７】
　シナリオ実行部３０７は、配信装置２０から配信されたプログラムに基づき、ゲーム等
のシナリオを実行する。シナリオ実行部３０７は、例えば、入力装置３１１を介したユー
ザからの操作に応じて、プログラムによって実現される３次元空間内におけるユーザの視
点位置を決定する。
【０１３８】
　そして、シナリオ実行部３０７は、シナリオおよびユーザの視点位置に基づいて、ユー
ザの視点位置周辺に配置するオブジェクトを、通信回線１１を介して配信装置２０から取
得する。そして、シナリオ実行部３０７は、取得したオブジェクトをユーザの視点位置周
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辺に配置し、３次元空間を作成する。
【０１３９】
　また、シナリオ実行部３０７は、広告要求を通信回線１１を介して広告サーバ４０へ送
信することにより、３次元空間内のユーザの視点位置周辺において、地図領域毎に再生す
る音声広告や、表示領域１１１において再生する動画広告のデータを要求する。広告要求
には、ユーザの属性情報と、領域ＩＤとが含まれる。ユーザの属性情報は、例えば当該プ
ログラムの実行開始時に行ったユーザ登録情報等が用いられる。領域ＩＤには、地図領域
毎に割り当てられた音声広告領域ＩＤや、表示領域１１１に割り当てられた動画広告領域
ＩＤが含まれる。
【０１４０】
　そして、シナリオ実行部３０７は、通信回線１１を介して広告サーバ４０から、領域Ｉ
Ｄ毎に広告ＩＤおよび広告データを受信する。領域ＩＤが動画広告領域ＩＤである場合、
シナリオ実行部３０７は、広告サーバ４０から、領域ＩＤ毎に広告ＩＤ、動画広告データ
、および基準位置の情報を受信する。そして、シナリオ実行部３０７は、作成した３次元
空間の情報と、領域ＩＤ毎の広告ＩＤおよび広告データ（領域ＩＤが動画広告領域ＩＤで
ある場合にはさらに基準位置）と、を表示制御部３０１へ送る。
【０１４１】
　また、シナリオ実行部３０７は３次元空間に対応する地図情報と、当該地図上における
ユーザの視点位置の情報とを判定部３０３へ送る。地図情報には、地図の領域毎に、音声
広告領域ＩＤが対応付けられている。
【０１４２】
　また、シナリオ実行部３０７は、広告サーバ４０から受信した領域ＩＤ毎の広告ＩＤを
比較し、同一の広告ＩＤが存在する場合に、当該広告ＩＤに、関連する広告データが他に
存在する旨を示す関連情報を対応付ける。そして、シナリオ実行部３０７は、領域ＩＤが
動画広告領域ＩＤであれば、当該領域ＩＤ、広告ＩＤ、および動画広告データを動画制御
部３０４へ送る。このとき、広告ＩＤに関連情報が対応付けられている場合には、シナリ
オ実行部３０７は、当該関連情報も併せて動画制御部３０４へ送る。
【０１４３】
　また、シナリオ実行部３０７は、領域ＩＤが音声広告領域ＩＤであれば、当該領域ＩＤ
、広告ＩＤ、および音声広告データを音声制御部３０５へ送る。このとき、広告ＩＤに関
連情報が対応付けられている場合には、シナリオ実行部３０７は、当該関連情報も併せて
音声制御部３０５へ送る。
【０１４４】
　表示制御部３０１は、シナリオ実行部３０７が作成した３次元空間の情報に基づいて、
ユーザの操作に応じてユーザの視点位置および視線方向を決定する。そして、表示制御部
３０１は、ユーザの視点位置から視線方向への３次元空間について、２次元画像をレンダ
リングする。そして、表示制御部３０１は、作成した２次元画像の中で、ユーザ端末３０
の画面に表示する領域を可視領域として特定し、可視領域の画像を表示装置３１０に表示
させる。
【０１４５】
　また、表示制御部３０１は、作成した２次元画像の中に、動画広告の表示領域１１１が
含まれていれば、当該表示領域１１１の領域ＩＤと、当該領域ＩＤに対応付けられている
基準位置とを判定部３０３へ送る。広告サーバ４０から送信された基準位置は、表示領域
１１１内の座標であるが、表示制御部３０１は、これを例えば作成した２次元画像内の座
標に変換して判定部３０３へ送る。
【０１４６】
　また、再生された動画広告のフレームデータを領域ＩＤと共に動画制御部３０４から受
け取った場合、表示制御部３０１は、受け取った領域ＩＤに対応する表示領域１１１に、
受け取ったフレームデータの画像をマッピングして表示装置３１０へ送る。
【０１４７】
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　可視領域取得部３０２は、タッチパネルやハードウェアスイッチ等の入力装置３１１を
介してユーザの操作を検出した場合に、２次元画像内での可視領域の位置情報を表示制御
部３０１から取得する。そして、可視領域取得部３０２は、取得した可視領域の位置情報
を判定部３０３へ送る。
【０１４８】
　判定部３０３は、可視領域の位置情報と、動画広告の表示領域１１１に対応付けられて
いる基準位置とを用いて、例えば表示制御部３０１によって作成された２次元画像内の座
標を基準として、表示領域１１１が可視領域に含まれているか否かを判定する。本実施形
態では、第１の実施形態と同様に、表示領域１１１に例えば２つの基準位置が対応付けら
れている。そして、判定部３０３は、表示領域１１１に対応付けられている全ての基準位
置が、可視領域内に含まれている場合に、表示領域１１１が可視領域に含まれていると判
定する。
【０１４９】
　表示領域１１１が可視領域に含まれていない場合、判定部３０３は、動画制御部３０４
に動画広告の再生停止を指示する。そして、判定部３０３は、ユーザの視点位置が含まれ
る地図の領域を特定する。そして、判定部３０３は、特定した領域に対応付けられている
音声広告領域ＩＤを音声制御部３０５へ送る。
【０１５０】
　一方、表示領域１１１が可視領域に含まれている場合、判定部３０３は、音声制御部３
０５に音声広告の再生停止を指示する。そして、判定部３０３は、当該表示領域１１１に
対応付けられている動画広告領域ＩＤを動画制御部３０４へ送る。動画制御部３０４およ
び音声制御部３０５の処理については、第１の実施形態と同様であるため、説明を省略す
る。
【０１５１】
［ユーザ端末３０の動作］
　本実施形態におけるユーザ端末３０の動作は、図１３に示した第１の実施形態における
ユーザ端末３０の動作と同様であるため、以下に説明する点を除き、説明を省略する。
【０１５２】
　ユーザ端末３０は、ゲーム等のプログラムを配信装置２０から取得し、当該プログラム
を実行することにより、動作を開始する。
【０１５３】
　図１３に示したステップＳ１００、Ｓ１１０、およびＳ１２２において、可視領域取得
部３０２は、表示制御部３０１が作成した２次元画像内における可視領域の位置情報を、
表示制御部３０１から取得して判定部３０３へ送る。判定部３０３は、可視領域の位置情
報と、動画広告の表示領域１１１に対応付けられている２次元画像上での基準位置とを用
い、例えば表示制御部３０１が作成した２次元画像内の座標を基準として、表示領域１１
１が可視領域に含まれているか否かを判定する。
【０１５４】
　図１３のステップＳ１１４において、判定部３０３は、ユーザの視点位置が含まれる地
図領域を特定し、特定した地図領域に対応付けられている音声広告領域ＩＤを音声制御部
３０５へ送る。音声制御部３０５は、判定部３０３から受け取った音声広告領域ＩＤに対
応する音声広告データの再生を開始する。
【０１５５】
　図１３のステップＳ１２４において、判定部３０３は、別な音声広告が取得された地図
領域が可視領域内に含まれたか否かを判定する（Ｓ１２４）。別な音声広告が取得された
地図領域が可視領域内に含まれた場合（Ｓ１２４：Ｙｅｓ）、判定部３０３および音声制
御部３０５は、ステップＳ１１４に示した処理を実行する。一方、別な音声広告が取得さ
れた地図領域が可視領域内に含まれていない場合（Ｓ１２４：Ｎｏ）、可視領域取得部３
０２は、再びステップＳ１１６に示した処理を実行する。
【０１５６】
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　以上、本発明の第３の実施形態について説明した。
【０１５７】
　上記説明から明らかなように、本実施形態の配信システム１０によれば、ユーザ端末３
０においてゲーム等のプログラムを実行中のユーザに、音声広告や動画広告を効率的に視
聴させることができる。
【０１５８】
［配信装置２０のハードウェア構成］
　なお、上記第１から第３の実施形態における配信装置２０は、例えば図２０に示すよう
な構成のコンピュータ４０によって実現される。図２０は、配信装置の機能を実現するコ
ンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ５０は、ＣＰＵ（Cent
ral　Processing　Unit）５１、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）５２、ＲＯＭ（Read
　Only　Memory）５３、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）５４、通信インターフェイス（Ｉ
／Ｆ）５５、入出力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）５６、およびメディアインターフェイス
（Ｉ／Ｆ）５７を備える。
【０１５９】
　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５３またはＨＤＤ５４に格納されたプログラムに基づいて動作し
、各部の制御を行う。ＲＯＭ５３は、コンピュータ５０の起動時にＣＰＵ５１によって実
行されるブートプログラムや、コンピュータ５０のハードウェアに依存するプログラム等
を格納する。
【０１６０】
　ＨＤＤ５４は、ＣＰＵ５１によって実行されるプログラムおよび当該プログラムによっ
て使用されるデータ等を格納する。通信インターフェイス５５は、通信回線１１を介して
他の機器からデータを受信してＣＰＵ５１へ送り、ＣＰＵ５１が生成したデータを、通信
回線１１を介して他の機器へ送信する。
【０１６１】
　ＣＰＵ５１は、入出力インターフェイス５６を介して、ディスプレイやプリンタ等の出
力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ５１は、入出力イ
ンターフェイス５６を介して、入力装置からデータを取得する。また、ＣＰＵ５１は、生
成したデータを、入出力インターフェイス５６を介して出力装置へ出力する。
【０１６２】
　メディアインターフェイス５７は、記録媒体５８に格納されたプログラムまたはデータ
を読み取り、ＲＡＭ５２を介してＣＰＵ５１に提供する。ＣＰＵ５１は、当該プログラム
を、メディアインターフェイス５７を介して記録媒体５８からＲＡＭ５２上にロードし、
ロードしたプログラムを実行する。記録媒体５８は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile
　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　Disk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magneto
-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、または半導体メモリ
等である。
【０１６３】
　コンピュータ５０が第１または第２の実施形態における配信装置２０として機能する場
合、コンピュータ５０のＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２上にロードされたプログラムを実行す
ることにより、コンテンツデータ格納部２１および配信部２２の各機能を実現する。また
、ＨＤＤ５４には、コンテンツデータ格納部２１内のデータが格納される。
【０１６４】
　また、コンピュータ５０が第３の実施形態における配信装置２０として機能する場合、
コンピュータ５０のＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２上にロードされたプログラムを実行するこ
とにより、配信部２２およびプログラム格納部２３の各機能を実現する。また、ＨＤＤ５
４には、プログラム格納部２３内のデータが格納される。
【０１６５】
　コンピュータ５０のＣＰＵ５１は、これらのプログラムを、記録媒体５８から読み取っ
て実行するが、他の例として、他の装置から、通信回線１１を介してこれらのプログラム
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を取得してもよい。
【０１６６】
　また、第１または第２の実施形態における配信装置２０において、コンテンツデータ格
納部２１内に格納されているそれぞれのコンテンツデータに含まれている制御プログラム
は、ユーザ端末３０内のＣＰＵに読み込まれることにより、ユーザ端末３０に、可視領域
取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０４、および音声制御部３０５の各機能を実
現させる。
【０１６７】
　また、第３の実施形態における配信装置２０において、プログラム格納部２３内に格納
されているプログラムは、ユーザ端末３０内のＣＰＵに読み込まれることにより、ユーザ
端末３０に、表示制御部３０１、可視領域取得部３０２、判定部３０３、動画制御部３０
４、音声制御部３０５、およびシナリオ実行部３０７の各機能を実現させる。
【０１６８】
　また、上記した各実施形態では、音声として音声広告を例に説明したが、本発明はこれ
に限られず、音声は、音楽や歌、人の話し声等であってもよい。また、上記した各実施形
態では、動画として動画広告を例に説明したが、本発明はこれに限られず、動画は、映画
や記録映像等であってもよい。
【０１６９】
　また、上記した第３の実施形態では、ゲーム等のプログラムを例に説明したが、本発明
はこれに限られない。例えば、カメラによって撮影された現実世界の画像に情報を付加し
て表示する拡張現実の処理を実行するプログラムについても本発明の技術を適用すること
ができる。例えば図２１の時刻Ｔ1に示すように、カメラによって撮影された現実世界の
画像１２０に動画広告の表示領域１２１が表示されていない場合には、ユーザ端末３０は
、当該ユーザ端末３０の現在位置を含む領域について取得した音声広告を再生する。
【０１７０】
　そして、カメラの位置や向きが変わることにより、例えば図２１の時刻Ｔ2に示すよう
に、カメラによって撮影された現実世界の画像１２０に動画広告の表示領域１２１が表示
された場合には、ユーザ端末３０は、音声広告の再生を停止し、表示領域１２１について
取得した動画広告を、当該表示領域１２１において再生するようにしてもよい。
【０１７１】
　また、上記した各実施形態では、配信装置２０と広告サーバ４０とが別々な装置として
構成されている例を説明したが、本発明はこれに限られず、配信装置２０内に、広告サー
バ４０の機能が設けられていてもよい。
【０１７２】
　また、上記した各実施形態では、判定部３０３が、動画広告の表示領域が可視領域内に
含まれているか否かを判定するが、本発明はこれに限られず、判定部３０３の機能を配信
装置２０内に設けてもよい。
【０１７３】
　例えば、第１または第２の実施形態において、表示制御部３０１は、コンテンツ１００
内で音声広告が再生される領域の位置情報、それぞれの領域に対応付けられている領域Ｉ
Ｄ、動画広告の表示領域１０２の領域ＩＤ、および当該表示領域１０２の基準位置の情報
を、通信回線１１を介して配信装置２０へ送信する。また、可視領域取得部３０２は、取
得した可視領域の位置情報を、通信回線１１を介して配信装置２０へ送信する。
【０１７４】
　そして、配信装置２０内に設けられた判定部は、可視領域の位置情報と、動画広告の表
示領域１０２に対応付けられている基準位置とを用いて、表示領域１０２が可視領域に含
まれているか否かを判定する。表示領域１０２が可視領域に含まれていると判定した場合
、配信装置２０内の判定部は、通信回線１１を介して音声制御部３０５に音声広告の再生
停止を指示する。そして、配信装置２０内の判定部は、可視領域に含まれている表示領域
１０２に対応する領域ＩＤを、通信回線１１を介して動画制御部３０４へ送る。
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　一方、表示領域１０２が可視領域に含まれていないと判定した場合、配信装置２０内の
判定部は、通信回線１１を介して、動画制御部３０４に動画広告の再生停止を指示する。
そして、配信装置２０内の判定部は、可視領域内に含まれているコンテンツ１００内の領
域を特定し、特定した領域に対応する領域ＩＤを、通信回線１１を介して音声制御部３０
５へ送る。
【０１７６】
　なお、この場合、配信装置２０内には、コンテンツデータ格納部２１および配信部２２
に加えて、判定部が設けられるが、この判定部は、配信装置２０とは異なる装置内に設け
られていてもよい。この場合、配信装置２０は、例えば新聞社等のメディア業者によって
管理され、判定部が設けられた他の装置は、広告配信業者等によって管理されてもよい。
【０１７７】
　また、上記した各実施形態において、広告サーバ４０の提供部４５は、ユーザ端末３０
から、属性情報と領域ＩＤとを受け取った場合に、当該属性情報に対応付けられている広
告データを音声広告格納部４２または動画広告格納部４３から抽出してユーザ端末３０へ
送信する。しかし、本発明はこれに限られず、提供部４５は、ユーザ端末３０に表示され
ているコンテンツの内容に応じた音声広告または動画広告をユーザ端末３０へ送信するよ
うにしてもよい。
【０１７８】
　例えば、データ取得部３００は、コンテンツ内のテキストから特徴語を抽出して、抽出
した特徴語を、属性情報および領域ＩＤと共に、広告サーバ４０へ送信する。図６に示し
た音声広告格納部４２および動画広告格納部４３には、広告ＩＤ毎に特徴語を対応付けて
おく。提供部４５は、ユーザ端末３０から受信した属性情報に対応するテーブルを特定し
、ユーザ端末３０から受信した特徴語にマッチする広告データ（音声広告データまたは動
画広告データ）を、特定したテーブルから抽出してユーザ端末３０へ送信する。
【０１７９】
　これにより、自動車に関連する情報を扱っているコンテンツについては、ユーザ端末３
０は、自動車メーカー等の音声広告や動画広告を再生することが可能となる。なお、図６
に示した音声広告格納部４２および動画広告格納部４３において、広告ＩＤに対応付ける
特徴語は、広告主が広告データを音声広告格納部４２または動画広告格納部４３に登録す
る際に併せて登録してもよく、広告サーバ４０内の機能部が、登録された広告データの内
容を解析して自動的に特徴語を抽出して登録するようにしてもよい。
【０１８０】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に多様な変更または改良を加えることが
可能であることが当業者には明らかである。また、そのような変更または改良を加えた形
態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【０１８１】
１０　配信システム
１１　通信回線
１２　基地局
２０　配信装置
２１　コンテンツデータ格納部
２２　配信部
３０　ユーザ端末
４０　広告サーバ
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月20日(2014.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末に表示されるコンテンツであって、音声が対応付けられた領域に区切られる
コンテンツを制御する制御プログラムを前記ユーザ端末に配信する配信部を備え、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、前
記領域のうち、当該特定された領域に含まれるコンテンツの領域に対応する音声を再生す
る音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信装置。
【請求項２】
　前記可視領域取得手順は、
　前記表示プログラムによって特定された領域の中で、さらに前記ユーザ端末の画面に表
示されている領域を可視領域として取得することを特徴とする請求項１に記載の配信装置
。
【請求項３】
　前記動画は、音声付きの動画であり、
　前記音声再生手順において再生される音声は、前記動画の音声と同一であることを特徴
とする請求項１または２に記載の配信装置。
【請求項４】
　前記音声は、音声広告であり、
　前記動画は、ビデオ広告であり、
　前記音声広告および前記ビデオ広告は、
　広告主が同一または関連しているか、もしくは、内容が互いに関連していることを特徴
とする請求項１から３のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項５】
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　１つの広告を示すものとして関連付けられている前記音声広告および前記ビデオ広告に
ついては、当該音声広告が再生された場合には、当該１つの広告が第１の割合再生された
旨を外部のサーバへ送信し、当該ビデオ広告が再生された場合には、当該１つの広告が第
２の割合再生された旨を外部のサーバへ送信する再生割合送信手順をさらに実行させるこ
とを特徴とする請求項４に記載の配信装置。
【請求項６】
　前記音声再生手順は、
　前記可視領域内に含まれている前記コンテンツの領域毎に、当該領域について取得され
た音声を再生することを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項７】
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　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記表示領域に対して定められている基準位置の情報を取得する基準位置取得手順をさ
らに実行させ、
　前記表示領域判定手順は、
　前記基準位置が前記可視領域内に位置している場合に、前記表示領域が前記可視領域内
に位置していると判定することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の配信
装置。
【請求項８】
　前記基準位置は、前記表示領域内に複数定められており、
　前記表示領域判定手順は、
　前記複数の基準位置のうち２つ以上の基準位置が前記可視領域内に位置している場合に
、前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定することを特徴とする請求項７に
記載の配信装置。
【請求項９】
　前記音声再生手順は、
　音声出力が許容される旨を示す信号を前記ユーザ端末が外部から受信している場合に、
前記音声を再生することを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の配信装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツは、
　ユーザの操作に応じた３次元空間内の視点の位置から見た場合の３次元空間を示す画像
であり、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記コンテンツが示す３次元空間の領域毎に音声を取得する音声取得手順と、
　３次元空間内の前記視点の位置を特定する特定手順と、
　をさらに実行させ、
　前記音声再生手順は、
　特定された前記視点の位置を含む３次元空間内の領域について取得された音声を再生す
ることを特徴とする請求項１に記載の配信装置。
【請求項１１】
　コンピュータが、
　制御プログラムを含むコンテンツであって、音声が対応付けられた領域に区切られるコ
ンテンツをユーザ端末に配信する工程を実行し、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、前
記領域のうち、当該特定された領域に含まれるコンテンツの領域に対応する音声を再生す
る音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　制御プログラムを含むコンテンツであって、音声が対応付けられた領域に区切られるコ
ンテンツをユーザ端末に配信する手順を実行させ、
　前記制御プログラムは、前記ユーザ端末に、
　前記ユーザ端末において実行される表示プログラムであって、前記コンテンツを表示す
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る表示プログラムによって特定された領域に、前記コンテンツが含まれている場合に、前
記領域のうち、当該特定された領域に含まれるコンテンツの領域に対応する音声を再生す
る音声再生手順と、
　前記コンテンツのうち前記表示プログラムによって特定された領域を可視領域として取
得する可視領域取得手順と、
　動画の表示領域であって、前記コンテンツに含まれている表示領域が、前記可視領域内
に位置しているか否かを判定する表示領域判定手順と、
　前記表示領域が前記可視領域内に位置していると判定した場合に、前記音声の再生を停
止して、前記表示領域において前記動画の再生を開始する動画再生手順と、
　を実行させることを特徴とする配信プログラム。
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